
法
華
宗
の
寺
内
町
に
つ
い
て

尼
崎
本
興
寺
寺
内
町
の
再
検
討

小
　
西

龍

一

我
国
中
世
の
戦
国
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
、
人
々
の
生
活
す
る
区
域
と
し
て

「寺
内
町
」
と
呼
ば
れ
る
都
市
域
の
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
寺
内
町
は
浄
土
真
宗
の
寺
院
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
、
周
囲
を
堀
や
土
居
で
囲
ま
れ
た
自
治
都
市
で
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
最
近
で
は
浄
土
真
宗
以
外
の
寺
内
町
と
し
て
法
華
宗
の
寺
内
町
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、　
一
般
史
学
の
面
で
も
公
認
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
法
華
宗
の
寺
内
町
と
は
、
尼
崎
市
法
華
宗
大
本
山
本
興
寺
に
所
属
し
て
い
た
寺
内
町
と
、
同
じ
く
尼
崎
市
に
あ
る
日

蓮
宗
長
遠
寺
の
寺
内
町
の
二
箇
所
で
あ
る
。

本
興
寺
寺
内
町
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
成
立
や
内
容
に
つ
い
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
宗
門
外
の

史
学
者
の
研
究
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
法
華
宗
と
関
連
し
た
宗
門
内
の
研
究
者
の
立
場
で
、
本
興
寺
寺
内
町
に
つ
い
て
改
め
て
検
討

を
加
え
て
み
た
い
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

社
外
學
業
　
第

二
十
子



二

さ
て
脇
田
修
氏
の
研
究
を
も
と
に
本
興
寺
寺
内
町
に
つ
い
て
見
る
と
、
本
願
寺
の

『證
如
上
人
日
記
』
天
文
二
十

一
年

（
一
五
五

二
）
二
月
六
日
条
に
、

尼
崎
内
大
物
惣
道
場
事
、
先
年
新
儀
之
條
雖
二
破
却
ヽ

尼
崎
日
蓮
衆
篤
二
本
興
寺
ヽ

彼
尼
崎
惣
社
之
地
構
二
寺
内
ヽ

家
数
立
レ

之
、
可
レ令
二
福
貴
一造
意
既
相
調
、
令
二
鍬
初
Ъ

安
宅
於
レ令
二渡
海
ヽ

彼
日
蓮
共
可
二取
立
一之
段
、
必
然
之
由
候
間
、
自
然
日
蓮

黛
取
立
候
者
手
始

二
成
候
間
、
此
方
道
場
事
可
二
取
建
一之
趣
、
以
二
中
務
ヽ

了
誓
大
物
長
衆
申
聞
之
。

と
あ
る
こ
と
を
以
て
、
天
文
二
十

一
年
に
本
興
寺
寺
内
町
の
建
設
が
始
ま

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
建
設
に
は
当
時
の
有
力
武
将

で
あ

っ
た
三
好
長
慶
の

一
党
が
日
蓮
系
の
信
者
を
取
り
立
て
る
た
め
に
応
援
し
て
お
り
、
当
時
既
に
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
本
興

寺
門
前
町
に
加
え
て
寺
内
町
の
建
設
に
乗
り
出
し
、
弘
治
二
年

（
一
五
五
六
）
に
は
寺
内
町
と
し
て
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
建
設
に
つ
い
て
は
、
本
興
寺
が
三
好
長
慶
に
多
額
の
金
銭
を
贈

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
と
、
寺
内
町
の
土
地
を
取
得

す
る
た
め
に
尼
崎
惣
中
に
銭
三
万
疋

（三
百
貫
文
）
が
支
払
わ
れ
て
お
り
、
周
囲
を
土
居
や
堀
で
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ

っ
た
こ
と
、
さ

ら
に
寺
内
町
に
認
め
ら
れ
た
特
権
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
、
こ
の
寺
内
町
が
建
設
さ
れ
た
目
的
は
、
当
時
の
尼
崎
地
域
に
お
い
て
尼
崎
惣

と
は
別
に
、
寺
内
町
に
居
住
す
る
人
々
が
都
市
特
権
を
得
て
繁
栄
を
目
ざ
す
た
め
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
脇
田
氏
の
研
究
の
成
果
を
追
認
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
興
寺
所
蔵
の
同
時
期
の
文
書
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

現
在
本
興
寺
に
は
、
天
文

。
弘
治

。
永
禄

・
元
亀

。
天
正
期
の
も
の
と
さ
れ
る
文
書
が
約
五
十
通
伝
来
し
て
い
る
。
そ
の
大
半
は
尼

崎
を
戦
場
と
し
た
武
将
の
禁
制
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
武
将
の
書
簡
、
寄
進
状
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
文
書
の
宛
所
の
中
、
本
興



寺
寺
域
以
外
の
地
域
も
含
め
た
も
の
を
次
に
揚
げ
る
と
、

天
文

一
人

・
三
　
　
　
　
一二
好
政
長
禁
制

天
文

一
人

・
四

。
二
〇
　
進
藤
貞
治
禁
制

天
文

一
人

・
四

。
二
　
　
塩
川
国
満
禁
制

天
文

一
八

・
四

。
二
　
　
細
川
晴
元
禁
制

天
文

一
人

・
四

・
六
　
　
伊
丹
親
興
禁
制

弘
治
二

・
三
　
　
　
　
　
一二
好
長
慶
禁
制

弘
治
二

・
八
　
　
　
　
　
一二
好
政
生
禁
制

永
禄

一
・
六
　
　
　
　
　
一二
好
実
休
禁
制

永
禄

一
。
七

。
一　
　
　
安
宅
冬
康
禁
制

永
禄
五

・
三

・
二
三
　
　
足
利
義
輝
禁
制

永
禄
六

・
五

・
八
　
　
　
某
　
禁
制

永
禄
六

・
五

・
一
三
　
　
足
利
義
輝
禁
制

永
禄
八

・
一
〇

。
一
五
　
池
田
勝
正
禁
制

元
亀

一
。
一
〇

。
一
〇
　
篠
原
実
長
等
禁
制

元
亀

一
。
一
〇

。
一
〇
　
某
　
禁
制

天
正
三

・
三

・
吉
日
　
　
荒
木
村
重
禁
制

年
未
詳
　
八

。
二
九
　
　
羽
柴
秀
吉
書
状

―
ん
埼
木
呉
オ
寺
内
町
の
再
検
封
―

本
興
寺
井
西
門
前

本
興
寺
井
門
前

本
興
寺
井
西
門
前

本
興
寺
井
門
前

本
興
寺
井
門
前

本
興
寺
門
前
寺
内
貴
布
祢
屋
敷

本
興
寺
並
西
門
前

本
興
寺
並
門
前

本
興
寺
井
門
前

本
興
寺
井
西
門
前

本
興
寺
井
西
門
前

本
興
寺
井
門
前
貴
布
祢
屋
敷

本
興
寺
井
西
門
前

本
興
寺
西
門
前
寺
内

本
興
寺
門
前
寺
内
貴
布
祢
屋
敷

本
興
寺
門
前
貴
布
祢
屋
敷

本
興
寺
井
宮
門
前



な
ど
で
あ
る
。

禁
制
と
は
、
そ
の
文
書
の
発
給
者
が
宛
所
に
対
し
て
表
記
さ
れ
た
条
々
に
つ
い
て
保
護
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
宛

所
は
実
体
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
の
文
書
の
宛
所
を
見
る
と
、
「本
興
寺
井
門
前
」
「本
興
寺
井
西
門
前
」
と
書
か
れ
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は

「本
興
寺

な
ら
び
に
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
興
寺
境
内

へ
の
保
護
と
共
に
、
そ
の

「
門
前
」
す
な
わ
ち

「
門
前
町
」
に
対
す
る
保
護
を
約
束

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
禁
制
な
ど
が
発
給
さ
れ
た
天
文
十
八
年

（
一
五
四
九
）
か
ら
天
正
三
年

（
一
五
七
四
）
の
間
に
本

興
寺
の

「門
前
町
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ

「門
前
」
と

「西
門
前
」
と
あ
る
こ
と
が
、
門
前
町
の
位
置
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

門
前
町
は
、
社
寺
の
門
前
に
発
達
し
た
都
市
を

い
う
が
、
特
定
の
権
利
を
得
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
本
興
寺
の

場
合
、
前
掲
禁
制
類
に

「
門
前
」
と
あ
る
こ
と
は
各
発
給
者
が
本
興
寺
に
認
め
た
特
権
を
門
前
町
に
も
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
門
前
町

の
中
に
尼
崎
の
有
力
者
や
本
興
寺
信
者
の
有
力
者
が
居
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
十
七
通
の
禁
制
類
の
発
給
さ
れ
た
年
時
に
つ
い
て
見
る
と
、
天
文
十
八
年

（
一
五
四
九
）
中
の
文
書
が
五
通
あ
り
、
そ
れ
も
三

月

一
通
、
四
月
二
日
付
三
通
、
四
月
六
日
付

一
通
と
集
中
的
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
戦
乱
状
態
の
中
で
本
興
寺
が
武
将
と

の
交
渉
に
よ

っ
て
寺
域
の
損
害
を
逃
れ
る
手
段
を
構
じ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
弘
治
二
年

（
一
五
五
工Ｏ

に

二
通
、
永
禄
元
年

（
一
五
五
八
）
に
二
通
、
同
五
年

（
一
五
六
二
）
に
三
通
、
同
八
年

（
一
五
六
五
）
は

一
通
、
そ
し
て
元
亀
元
年

（
一
五
七
〇
）
に
二
通
と
い
う
よ
う
に
こ
こ
で
も
短
い
期
間
の
間
に
複
数
の
武
将
か
ら
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

当
時
の
尼
崎
地
方
の
歴
史
を
ふ
り
返

っ
て
み
る
と
何
度
か
の
戦
闘
が
行
わ
れ
て
お
り
、
尼
崎
全
域
が
戦
火
に
よ

っ
て
焼
失
し
た
と
の

記
録
も
見
え
る＜
。
し
か
し
現
在
の
本
興
寺
に
残
る
開
山
堂
は
永
禄
元
年

（
一
五
五
八
）
創
建
以
来
の
姿
を
残
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か



ら
本
興
寺
は
戦
国
時
代
に
お
い
て
焼
失
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、
多
く
の
武
将
か
ら
禁
制
を
得
た
効
果
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
本
興
寺
現
存
の
戦
国
期
の
文
書
は
、
天
文
十
八
年
の
禁
制
が
初
め
て
で
あ
り
、
宛
所
に
見
え
た

「門
前
」
す
な
わ
ち
門
前
町
が

天
文
十
八
年
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
否
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

三

さ
て
本
興
寺
寺
内
町
は

『證
如
上
人
日
記
』
に
よ

っ
て
天
文
二
十

一
年

（
一
五
五
二
）
に
建
設
に
着
手
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
本
興
寺
文
書
中
に
あ
る

「寺
内
」
の
語
を
抽
出
し
て
み
る
と
、

０
　
弘
治
二

・
三

・
三
　
　
　
『三
好
長
慶
屋
敷
寄
進
状
』
中
に
、
「為
門
前
寺
内
」

０
　
弘
治
二

・
三
　
　
　
　
　
『三
好
長
慶
禁
制
』
宛
所
に

「
門
前
寺
内
貴
布
祢
屋
敷
」

０
　
一九
亀

一
。
一
〇

。
一
〇
　
『篠
原
実
長
等
禁
制
』
宛
所
に

「西
門
前
寺
内
」

０
　
一万
亀

一
。
一
〇

。
一
〇
　
『某
禁
制
』
宛
所
に

「
門
前
寺
内
貴
布
祢
屋
敷
」

０
　
一九
亀

一
。
一
一
。
一
五
　
『木
下
藤
吉
郎
秀
吉
書
状
案
』
中
に
、
「尼
崎
本
興
寺
寺
内
之
儀
」

な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
禁
制
類
で
は
な
い
が
、
元
亀
二
年

（
一
五
七
二
）
十

一
月
二
十
二
日
付

『本
興
寺
門
前
百
姓
等
起
請
文
』
の
文

中
に

「寺
内
物
忽
」
の
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
複
数
の
文
書
中
に

「寺
内
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
前
記
の
本
興
寺
門
前
町
と
は
別
に
本
興
寺
寺
内
町
と
称
さ
れ

る
住
居
地
域
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
元
亀
二
年
頃
ま
で
の
二
十
年
間
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
寺
内
町
は
ど
の
よ
う
に
し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
既
に
脇
田
氏
は
本
興
寺
文
書
を
史
料
と
し
て
次
の
よ
う

法
キ
京
の
オ
内
町
に
つ
い
て
　
―
ん
峙
木
典
寺
寺
内
町
の
手
校
封
―



に
推
測
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
寺
内
町
の
土
地
確
保
の
た
め
に
弘
治
二
年
三
月
三
日
付

『三
好
長
慶
寄
進
状
』
に
よ
っ
て
本
興
寺
に
貴
布
祢
屋
敷
が
寄
進
さ
れ

た
が
、
こ
の
屋
敷
地
は
尼
崎
惣
社
と
し
て
の
貴
布
祢
神
社
の
所
属
地
で
あ

っ
た
。
当
然
三
好
長
慶
に
対
し
て
本
興
寺
側
か
ら
金
銭
が
支

払
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
つ
い
で
同
年
四
月
三
日
付

『尼
崎
年
寄
衆
連
署
契
状
』
で
は
、
本
興
寺
は
尼

崎
惣
中
に
銭
三
万
疋

（三
百
貫
文
）
を
支
払
い
、
貴
布
祢
宮
屋
敷
な
ら
び
に
中
間
田
畠
な
ど
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
四
至
に

つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
脇
田
氏
は
、
本
興
寺
寺
内
町
建
設
の
歴
史
的
意
義
と
し
て
、
浄
土
真
宗
系
の
寺
内
町
が
多
い
中
で
、
珍
ら
し
い
日
蓮
系
の
寺

内
町
が
成
立
出
来
た
の
は
、
戦
国
争
乱
の
中
に
あ

っ
て
日
蓮
宗
徒
が
商
工
業
の
安
全
な
根
拠
地
を
求
め
て
建
設
の
主
体
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
、
ま
た
日
蓮
宗
徒
の
助
力
を
得
よ
う
と
す
る
三
好
方
の
意
向
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

次
に
寺
内
町
に
与
え
ら
れ
た
禁
制
か
ら
各
武
将
が
認
め
た
寺
内
町
の
特
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
れ
も
脇
田
氏
の
考
察
が
あ
る

が
、
寺
内
町
宛
の
禁
制
の
項
目
を
列
記
し
て
み
る
と
次
掲
の
よ
う
で
あ
る
。

①

『三
好
長
慶
禁
制
』
本
興
寺
門
前
寺
内
貴
布
祢
屋
敷
宛

（弘
治
二
年
三
月
）

一
当
手
軍
勢
甲
乙
人
乱
入
狼
藉
事

一
剪
採
竹
木
事
　
付
陣
取
井
殺
生
事

一
相
懸
箭
銭

・
兵
根
米

・
諸
課
役
事

一
徳
政

。
同
国
質

。
所
質
請
取
沙
汰
事
　
付
対
寺
家
不
及
案
内
催
促
事

一
当
津
衆
家
立
事

②

『幕
府
奉
行
人
連
署
禁
制
』
本
興
寺
井
門
前
貴
布
祢
屋
敷
宛

（永
禄
六
年
五
月
十
三
日
）



一
軍
勢
甲
乙
人
乱
入
狼
藉
事

一
剪
採
竹
木
事
　
付
陣
取
殺
生
事

一
相
懸
箭
銭

。
兵
根
米
以
下
非
分
課
役
事

一
国
質

・
所
質

・
請
取
沙
汰
　
対
寺
家
催
促
事

一
不
可
撰
敵
御
方
事

（味
）

③

『篠
原
実
長

・
長
重
連
署
禁
制
』
摂
州
尼
崎
本
興
寺
西
門
前
寺
内
宛

（元
亀
元
年
十
月
十
日
）

一
当
手
軍
勢
甲
乙
人
乱
妨
狼
藉
事

一
剪
採
竹
木
事
　
付
殺
生
事

一
相
懸
矢
銭

・
兵
根
米
事

一
国
質
所
質
事
　
付
喧
嘩
事

一
陣
取
寄
宿
事

④

『某
禁
制
』
本
興
寺
門
前
寺
内
貴
布
祢
屋
敷
宛

（元
亀
元
年
十
月
十
日
）

一
当
手
軍
勢
甲
乙
人
等
乱
入
狼
藉
事

一
剪
採
竹
木
事
　
付
陣
取
井
殺
生
事

一
相
懸
矢
銭

・
兵
根
米

・
諸
課
役
事

一
徳
政

。
同
国
質

。
所
質
請
取
沙
汰
事

一
対
寺
家
不
及
案
内
催
促
事

⑤

『荒
木
村
重
禁
制
』
本
興
寺
門
前
貴
布
祢
屋
敷
宛

（天
正
三
年
三
月
吉
日
）

法
キ
常
の
十
内
町
に
つ
い
て
　
―
ん
叶
木
呉
寺
十
内
町
の
各
校
封
―



一
当
手
軍
勢
甲
乙
人
乱
入
狼
藉
事

一
剪
採
竹
木
事

一
相
懸
矢
銭

・
兵
根
米

・
諸
課
役
事

一
徳
政

。
同
国
質

・
所
質

・
請
取
沙
汰
事

一
陣
取
放
火
事

こ
の
五
通
の
禁
制
を
比
較
す
る
と
、
各
禁
制
と
も
五
ヶ
条
か
ら
成

っ
て
お
り
、
第

一
条
は
、
軍
勢
が
乱
入
し
た
り
狼
籍
を
働
か
な
い

事
。
第
二
条
は
、
宛
所
の
竹
木
を
切
り
取

っ
た
り
、
土
地
を
陣
地
に
収
用
し
た
り
、
殺
生
を
行
わ
な
い
事
。
第
三
条
は
、
軍
資
金
の
名

日
で
臨
時
に
課
す
る
米
銭
や
あ
ら
ゆ
る
役
負
担
を
免
除
す
る
事
。
第
四
条
は
、
徳
政
令
の
適
用
免
除
と
負
債
に
対
し
て
同
国
同
郷
人
の

連
帯
責
任
の
免
除
、
さ
ら
に
領
主
で
あ
る
本
興
寺
に
無
断
で
年
貢
、
課
役
な
ど
の
催
促
使
を
入
れ
な
い
事
な
ど
の
条
項
で
あ
る
。

そ
し
て
第
五
条
に
な
る
と
①
で
は

「当
津
衆
家
立
事
」
と
あ

っ
て
、
尼
崎
城
内
の
住
民
が
寺
内
町
の
中
に
移
住
し
て
生
活
す
る
こ
と

を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
②
で
は

「不
可
撰
敵
御
方
事
」
と
あ

っ
て
、
寺
内
町
に
は
敵
味
方
を
選
ば
ず
自
由
な
出
入
が
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

文
書
の
文
面
か
ら
す
れ
ば
、
本
興
寺
の
門
前
町
や
寺
内
町
に
は
前
記
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
居
住
す
る
住
民
は
、
そ

の
権
利
の
も
と
に
自
由
な
経
済
活
動
が
保
障
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
当
時
の
尼
崎
に
は
、
尼
崎
惣
の
他
、
本
興
寺
門
前
町
、

同
寺
内
町
と
い
っ
た
複
数
の
居
住
区
域
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四



こ
れ
ま
で
本
興
寺
寺
内
町
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
も

っ
と
具
体
的
な
姿
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
前
掲
文
書
の
中
、
元
亀
二
年

『本
興
寺
門
前
百
姓
起
請
文
』
の
中
に

「寺
内
」
の
語
の
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ

た
。
同
文
書
の
内
容
は
、
居
住
地
域
を
東
西
南
北
の
四
区
画
に
分
け
て
、
各
区
画
の
住
民
の
氏
名

（
い
わ
ゆ
る
戸
主
と
思
わ
れ
る
者
）

を
列
記
し
、
花
押
や
略
押
を
記
し
て
本
興
寺
に
忠
節
を
誓

っ
た
起
請
文
で
あ
る
。

こ
の
連
判
の
趣
旨
を
知
る
た
め
に
冒
頭
の
東
区
域
の
記
事
を
掲
げ
る
と
、

東
口
　
就
二寺
内
物
忽
之
儀
ヽ

各
加
二
連
署
判
形
一之
上
者
、
少
茂
不
レ
可
レ存
二疎
略
ゝ

別
而
抽
二忠
節
ヽ

御
奉
公
可
レ申
候
、
於
二

此
旨
相
背
一者
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
蒙
二御
罰
ヽ

背
二
人
々
己
々
宗
旨
ヽ

可
レ
堕
・肇

間̈
三
悪
道
Ｌ

其
上
向
後
国
守

二
被
二

仰
付
ヽ

絶
二
子
々
孫
々
ヽ

可
レ
預
二御
成
敗
一者
也
、
傷
起
請
文
如
レ件

と
あ
る
。

こ
れ
は
寺
内
町
の
中
も
騒
が
し
く
な

っ
て
き
た
の
で
、
各
自
連
署
し
判
形
を
加
え
た
上
は
、
本
興
寺
に
対
し
て
少
し
も
疎
略
の
心
無

く
忠
節
の
心
で
奉
公
に
勤
め
、
若
し
こ
の
意
趣
に
背
い
た
時
は
、
日
本
国
中
の
大
小
の
神
々
の
罰
を
蒙
り
、
人
々
は
各
人
が
信
仰
す
る

宗
旨
に
も
背
く
こ
と
に
な

っ
て
無
間
地
獄
に
堕
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
そ
の
後
は
国
守
に
申
し
上
げ
て
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
罪

を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
を
誓
約
す
る
た
め
に
起
請
文
を
提
出
す
る
と
の
意
で
あ
る
。

こ
の
史
料
中
の

「寺
内
」
は
、
単
に
寺
院
の
内
の
意
味
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
寺
内
町
を
指
す
と
思
わ
れ
る
の
で
、
文
書
名
は
、

「本
興
寺
寺
内

（町
）
百
姓
起
請
文
』
と
称
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
文
書
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
元
亀
二
年
の
寺
内
町
の
状
況
を
推
測

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

ま
ず
寺
内
町
全
体
の
住
民
を
整
理
す
る
と
表
Ｌ
の
よ
う
に
な
る
。

起
請
文
で
あ
る
か
ら
本
来
は
各
自
が
自
筆
署
名
の
上
、
判
形
を
加
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
全
四
区
画
の
中
の

一
区

法
キ
京
の
オ
内
町
に
つ
い
て
　
―
ん
峙
木
兵
寺
十
内
町
の
■
合
計
―



表

Ｉ

助
三
郎

隆
承

あ
ぶ
ら
や
　
道
園
彦
兵
衛

七
郎
衛
門

大
郎
右
衛
門
尉

た
る
や
　
　
与
一
一郎

七
郎
二
郎

寿
清
宗
清
道
烏
与
三
左
衛
門
尉

こ
ん
や
　
　
新
六
紹
規

な
に
は
や
　
善
五
郎

法
華
助

小
浜
や
　
　
一二
郎
左
衛
門

柳
や
　
　
　
弥
太
郎

新
六
郎

四
郎
兵
衛

東
口
　
与
七
番
屋

な
に
は
　
　
孫
四
郎

二
郎
兵
衛
尉

宮
坊
主

紺
屋
彦
三
郎

か
ち
　
　
　
弥
二
郎

四
郎
次
郎

小
大
郎
　
　
た
つ
ミ
屋
借
家

な
た
屋
　
　
助
四
郎

さ
と
う
殿
　
お
は
た
屋

源
四
郎

又
六

水
堂
　
　
　
五
郎
右
衛
門
尉

別
所
　
　
　
五
郎
右
衛
門
尉

石
浦
宗
占

四
郎
右
衛
門
尉

新
兵
衛
尉

又
次
郎

孫
三
郎
　
　
孫
四
郎
借
家

み
の
　

　

助
三
郎

善
衛
門
尉

西
日
　
与
四
郎
番
屋

芝
与
三

隆
回
伊
勢
屋

別
所
　
　
　
四
郎
左
衛
門
尉

新
大
夫

又
四
郎

彦
二
郎

新
二
郎

与
三
郎

宗
温
木
屋
与
次
郎

助
大
郎

源
右
衛
門
尉

番
匠
や
　
　
弥
三
郎

弥
三

筆
や
　
　
　
善
左
衛
門

藤
二
郎

竹
屋
　
　
　
彦
次
郎

弥
十
郎

丹
波
　
　
　
源
四
郎

助
四
郎

源
二
郎

南
口
　
助
左
衛
門
尉
口

与
二
郎

助
二
郎
　
　
彦
三
郎
や
ど
か
り

新
四
郎

新
二
郎

弥
兵
衛

弥
五
郎

筆
屋
惣
左
衛
門
尉

又
二
郎

惣
二
郎

掃
部
与
大
郎

新
左
衛
門

二
郎
三
郎

与
二
郎

彦
五
郎

か
ミ
き
り
や

木
こ
り
　
　
彦
五
郎

こ
ん
や
　
　
善
五
郎

新
大
郎

源
五
郎

北
口
　
川
口
新
五
郎
番
屋



二
郎
兵
衛

新
四
郎

二
郎
五
郎

助
衛
門
尉

彦
衛
門
尉

神
四
郎
　
　
与
介
抱
衆

き
ぬ
屋
　
　
太
五
郎

蓮
隆

宗
佐
五
郎
二
郎

三
郎
衛
門
尉

新
兵
衛

新
九
郎

又
大
郎

又
六

別
所
　
　
　
助
衛
門
尉

た
る
や
　
　
孫
五
郎

こ
ん
や
　
　
弥
左
衛
門
尉

源
三
郎

樽
や
　
　
　
道
妙
　
　
　
　
※

十
大
夫

し
ん
て
ん
　
源
左
衛
門
尉

会
所
　
　
　
源
三
郎
※
道
清

か
ゝ
へ
衆

宗
清
　
　
　
　
※

浄
林
　
　
　
　
※

木
や
　
　
　
善
左
衛
門

大
工
　
　
　
五
郎
左
衛
門

ひ
の
口
や
　
新
左
衛
門

し
ん
て
ん
　
大
郎
左
衛
門

惣
二
郎

木
引
　
　
　
五
郎
兵

ヘ

瓦
や
　
　
　
与
三
五
郎

小
二
郎

宗
哲

画
ご
と
で
は
同

一
人
の
筆
跡
で
あ
り
、　
一
区
画
ご
と
に

一
人
の
筆
者
が
起
請
文
の
文
と
区
画
内
の
居
住
者
全
員
の
署
名
ま
で
筆
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
花
押
あ
る
い
は
略
押
な
ど
は
、
各
自
が
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
中
に
は
無
花
押
、
無
印
の
者
も
あ
り
、
署
名
の
筆
跡

の
違
い
か
ら
各
区
画
内
の
人
数
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
方
法
は
取
れ
ず
、
人
数
に
つ
い
て
正
確
な
計
算
の
出
来
ぬ
余
地
が
あ
る
。

文
書
に

「東
口
　
与
七
番
屋
、
西
日
　
与
四
郎
番
屋
、
南
口
　
助
左
衛
門
尉
回
、
北
口
　
川
口
新
五
郎
番
屋
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

寺
内
町
に
は
東
西
南
北
の
四
箇
所
の
出
入
回
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
東

。
西

・
北
の
三
日
に
は
番
屋
が
置
か
れ
、
南
日
の
み
番
屋
の

表
記
が
な
く
、
「助
左
衛
門
尉
口
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
区
域
の
周
囲
を
土
居
や
堀
を
設
け
て
囲
ま
れ
た
地
域
で
南
口
が
正
門

に
当

っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
の
た
め
か
南
の
文
中
に

「会
所
」
の
語
が
見
え
る
。
会
所
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
人
々
が
会

合
す
る
所
で
あ
ろ
う
か
。

法
キ
京
の
オ
内
町
に
つ
い
て
　
―
ん
時
木
兵
十
オ
内
町
の
■
合
計
―



名
区
画
の
人
数
は
、
東
二
十
八
名
、
西
三
十

一
名
、
南
三
十

一
名
、
北
二
十
七
名
の
名
が
数
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
戸
主
で
あ
る
と
す

る
と
百
十
七
軒
の
家
屋
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
職
業
的
な
肩
書
に
注
目
し
て
み
る
と
、
東
に
油
屋
、
樽
屋
、
紺
屋
、
柳
屋
、
絹
屋
、
西
に
鍛
冶
、
は
た

（機
織
）
屋
、
み
の

（簑

・
美
濃
）
、
樽
屋
、
紺
屋
、
南
に
、
番
匠
、
筆
屋
、
竹
屋
、
樽
屋
、
木
屋
、
大
工
、
北
に
筆
屋
、
髪
切
屋
、
木
こ
り
、
紺
屋
、
木

引
、
瓦
屋
な
ど
の
職
名
が
見
え
る
。

こ
の
中
、
樽
屋
、
柳
屋
は
酒
造
関
係
の
職
で
あ
り
、
番
匠
、
大
工
、
瓦
屋
は
建
設
関
係
、
木
こ
り
、
木
屋
、
木
引
は
材
木
関
係
、
紺

屋
、
絹
屋
、
機
屋
は
繊
維
関
係
、
油
屋
、
竹
屋
、
筆
屋
、
髪
切
屋
、
簑
屋
は
日
常
生
活
に
必
要
な
品
を
扱
い
、
そ
れ
以
外
に
鍛
冶
屋
が

居
て
、
多
方
面
の
職
種
の
人
々
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
難
波
屋
、
小
浜
屋
、
灘
屋
、
水
堂
、
別
所
、
美
濃
、
伊

勢
屋
、
丹
波
、
新
田
な
ど
地
名
と
思
わ
れ
る
肩
書
を
持

つ
居
住
者
も
居
た
。

こ
の
よ
う
に
寺
内
町
を
構
成
し
た
人
々
は
、
商
業
や
生
産
業
に
従
事
し
た
職
種
が
多
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
に
は
信
仰
を
持

ち
得
度
し
た
者
も
居
る
よ
う
で
あ
る
。
名
前
の
み
か
ら
は
不
正
確
で
は
あ
ろ
う
が
、
得
度
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
物
を
挙
げ
る
と
、

東

の
隆
承
、
道
回
、
寿
清
、
宗
清
、
道
烏
、
紹
規
、
蓮
隆
、
西
の
宮
坊
主
、
宗
佐
、
南

の
隆
回
、
宗
温
、
道
妙
、
道
清
、
宗
清
、
浄

林
、
北
の
宗
哲
の
十
六
名
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
本
興
寺
寺
内
町
の
住
民
は
、
本
興
寺
に
忠
節
を
誓

っ
て
起
請
文
を
書
い
た
が
、
彼
等
は
本
興
寺
の
信
者
で
あ

っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
起
請
文
中
の
記
事
に

「背
人
々
己
々
宗
旨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
華
宗
以
外
の
信
者
も
居
た
と
考
え
ら
れ
る
。

起
請
文
の
書
か
れ
た
元
亀
二
年
頃
の
本
興
寺
貫
首
は
第
十
三
世
日
尭
上
人
で
あ
る
が
、
同
上
人
が
三
年
前
の
永
禄
十

一
年

（
一
五
六

八
）
秋
時
正
中
日
に
著
わ
し
た

「逆
修
講
本
尊
」
が
本
興
寺
に
伝
来
し
て
い
る
。

逆
修
と
は
、
生
前
中
に
あ
ら
か
じ
め
法
号
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
時
そ
の
よ
う
な
逆
修
法
号
を
授
与
さ
れ
た
信
者
の
お
講
が



日
慈
日
住
日
仰
日
貴
日
壽

逆
　
修
　
講

結
　
衆

日 日 日 日 日 日
我 通 賀 周 勝 運

日
理

宗 妙 隆
春 善 正

宗
悦
宗
有
宗
運
浄
隆
隆
閑
宗
印

浄
本
浄
慶
宗
善
浄
教

※
道
妙
妙
道

※
蓮
隆
道
源
道
泉
宗
信

隆
安
妙
祐
妙
隆
蓮
能

※
浄
林
浄
俊
宗
喜

※
宗
清
行
日
宗
回

宗
祐
法
祐
宗
隆
浄
園
道
隆
宗
祐
妙
林
妙
亀
妙
隆
妙
本

道
源
能
通
道
林

※
道
清
浄
妙
道
隆
妙
蓮
浄
永
道
信

※
隆
回

隆 正 宗 宗 道
金 久 俊 園 孫

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
今
そ
の

「講
本
尊
」
に
記
さ
れ
た
名
を
列
記

す
る
と
表
Ⅱ
の
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
寺
内
町
居
住
者
中
の
得
度
者
と
思

わ
れ
る
人
名
と
試
み
に
比
較
し
て
み
る
と
、
宗
清
、
浄
林
、
隆
園
、
道

清
、
道
妙
、
蓮
隆
の
六
名
が

一
致
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
近
い
年
時
の
資

料
を
単
に
比
較
し
た
だ
け
の
こ
と
で
問
題
は
残
る
が
、
得
度
し
て
い
る
者

は
、
本
興
寺
の
信
者
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
検
討
し
て
き
た
以
外
に
、
０
東
の

「神
四
郎
与
介
抱
衆
」

②
西

の

「小
大
郎
た
つ
ミ
屋
借
家
」
　

「孫
三
郎
　
孫
四
郎
借
家
」

０
南
の

「源
三
郎
　
道
清
か

ゝ
へ
衆
」

０
北
の

「助
二
郎

彦
三
郎
や
ど
か

り
」
の
記
事
に
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
０
と
０
に
は

「
抱

衆
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
神
四

郎
は
与
介
に
、
源
三
郎
は
道
清
に
か
か
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ど
の

よ
う
な
立
場
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
者
が
後
者
に
養
わ
れ
て
い
る
状
態

を
指
す
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
②
は
、
小
大
郎
は
た
つ
ミ
屋
の
借
家
に
、
孫
三
郎
は
孫
四
郎
の
借

家
に
住
ん
で
い
る
意
で
あ
り
、
０
は
、
助
二
郎
は
彦
三
郎
の
家
を
借
り
て

い
る
こ
と
で
、
自
己
の
家
屋
を
持
た
ず
他
人
の
家
を
借
り
て
住
ん
で
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

表

Ⅱ

※
は

「百
姓
起
請
文
』
中
の
人
名
と
同
名
の
者

法
キ
京
の
十
内
町
に
つ
い
て
　
―
ん
時
木
兵
十
十
内
町
の
■
合
計
―



さ
て
何
２
肩
書
も
な
い
人
々
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
職
業
に
従
事
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
『尼
崎
市
史
』
に
よ
れ

ば
、
尼
崎
は
港
町
で
あ

っ
た
た
め
に
海
運
を
利
用
し
た
商
行
為
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
商
人
が
商

っ
た
品
物
は
、
食
料
、
衣
料
、
加
工

品
、
雑
具
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
、
米
、
麦
、
そ
ば
、
塩
、
油
、
紙
、
木
材
、
荒
布
な
ど
の
名
が
史
料
に
見
え
る
。
ま
た
紺
屋
が
多

く
、
染
物
商
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
海
産
物
を
あ
つ
か
う
魚
商
や
木
材
を
交
易
す
る
木
材
商
と
そ
れ
に
伴

い
、
番
匠

（工
人
）

も
か
な
り
居
た
と
さ
れ
る
。
勿
論
農
業
に
従
事
す
る
人
々
も
居
た
で
あ
ろ
う
が
、
寺
内
町
の
特
権
を
享
受
出
来
る
の
は
商
業
に
従
事
す

る
人
々
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
西
に

「宮
坊
主
」
と
あ
る
が
、
こ
の

「宮
」
が
貴
布
祢
神
社
か
、
他
の
宮
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
神
社
の
管
理
を
す
る

僧
が
寺
内
町
に
居
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
材
料
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
本
興
寺
寺
内
町
に
は
約
百
二
十
軒
、　
一
軒
あ
た
り
四
人
家
族
と
仮
定
す
る
と
四
百
八
十
人
の
人
口
を
持

ち
、
間
口

一
間
半
の
家
と
し
て

一
区
画
三
十
軒
で

一
辺
三
十

一
・
五
間
の
広
さ
が
必
要
で
あ
Ｌ
、
全
く
の
推
測
で
あ
る
が
、
約

一
千
坪

の
用
地
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

寺
内
町
建
設
に
際
し
て
尼
崎
惣
か
ら
寄
進
さ
れ
た
土
地
の
中
に
、
東
西
二
十
二
間
二
尺
、
南
北
二
十
間
、
四
百
四
十
四
坪
の
尼
崎
惣

の
土
地
を
含
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
前
記
の
推
測
に
近
い
土
地
を
確
保
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

本
興
寺
は
、
日
隆
聖
人
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
寺
院
で
、
聖
人
の
入
滅
後
は
法
華
宗
の
教
学
を
教
え
、
僧
侶
を
育
成
す
る
学
問
所
と
し

て
活
動
し
た
が
、
戦
国
時
代
に
は
戦
国
武
将
と
交
渉
出
来
る
程
の
財
力
を
貯
え
た
大
寺
院
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
力
は
歴
代
の
貫
首



を
は
じ
め
本
興
寺
を
支
え
た
末
寺
と
信
者
に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
本
興
寺

が
京
都
本
能
寺
と
共
に
瀬
戸
内
海
の
海
運
に
関
わ
る
要
衝
に
末
寺
を
設
け
、
情
報
収
集
と
物
資
の
調
達
に
大
き
な
力
を
持

っ
て
い
た
こ

と
が
、
原
因
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

本
興
寺
文
書
を
見
る
と
、
前
述
の
よ
う
な
戦
国
時
代
の

一
連
の
文
書
の
他
は
、
殆
ん
ど
が
近
世
文
書
で
あ
る
。
従

っ
て
本
興
寺
の
約

六
百
年
の
歴
史
の
中
で
も
、
戦
国
時
代
は
本
興
寺
が
外
に
向

っ
て

一
番
力
を
発
揮
し
た
時
代
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

天
文
五
年

（
一
五
三
六
）
の
天
文
法
華
の
乱
の
後
、
日
蓮
門
下
諸
山
は
京
都
か
ら
追
わ
れ
、
法
華
宗
も
大
打
撃
を
受
け
た
が
、
天
文

十

一
年

（
一
五
四
三
）
に
帰
洛
が
許
さ
れ
復
興
が
始

っ
た
。

天
文
十

一
年

（
一
五
四
三
）
日
諦
上
人
が
第
十

一
世
貫
首
と
し
て
晋
山
、
在
任
中
度
々
禁
中
で
法
華
経
の
講
義
を
行
い
、
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
二
月
二
十
五
日
に
後
奈
良
天
皇
よ
り
日
隆
聖
人
に
贈
上
人
号
、
本
興
寺
に
勅
願
寺
、
日
諦
上
人
に
碩
学
多
才
の
綸
旨
を

授
け
ら
れ
た
。
永
禄
八
年

（
一
五
六
五
）
に
退
山
し
、
日
尭
上
人
が
第
十
三
世
貫
首
と
し
て
晋
山
し
て
い
る
。

尚
日
諦
上
人
と
同
時
期
に
京
都
本
能
寺
の
第
十
二
世
貫
首
と
し
て
伏
見
宮
日
承
上
人
が
晋
山
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
興
寺

。
本
能
寺
と
も
に
秀
れ
た
貫
首
を
戴
き
、
有
力
な
末
寺
と
信
者
が
居
た
か
ら
こ
そ
、
戦
国
時
代
の
混
乱
期
を

乗
り
越
え
ら
れ
た
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

本
稿
は
、
本
興
寺
寺
内
町
に
つ
い
て
少
し
で
も
実
態
を
知
ろ
う
と
し
て
諸
史
料
に
検
討
を
加
え
た
が
、
不
明
の
点
が
多
い
。
こ
れ
は

本
興
寺
の
歴
史
の
中
で
寺
内
町
の
存
在
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
評
価
す
る
こ
と
も
な
か

っ
た
た
め
、
歴
史
の
流
れ
の
中
に
埋
没
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
は
現
存
の
文
書
群
を
総
合
的
に
研
究
す
る
中
か
ら
、
少
し
で
も
関
連
事
項
を
見

つ
け
る
こ
と
で
、
更
に
研
究
し
て
行
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

法
キ
字
の
十
内
町
に
つ
い
て
　
―
ん
峙
木
異
寺
寺
内
町
の
■
か
封
―



註

０
　
「寺
内
町
」
に
つ
い
て
、
『國
史
大
辞
典
』
　

第
七
巻

（昭
和
六
十

一
年
　
吉
川
弘
文
館
）
参
照
。
又

『週
刊
朝
日
百
科
　
日
本
の

歴
史
２
６
　
一
向

一
揆
と
石
山
合
戦
』
（昭
和
六
十

一
年
　
朝
日
新
聞
社
）

一
三
二
頁
に
、
日
蓮
宗
の
寺
内
町
と
し
て
本
興
寺
と
長

遠
寺
の
寺
内
町
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

②
　
脇
田
修
氏

「尼
崎
地
域
と
寺
内
町
」
翁
地
域
史
研
究
』
七
―

一　

昭
和
五
十
二
年
）

０
　
『法
華
宗
宗
門
史
』
Ｔ
ホ
門
史
編
纂
委
員
会
編
　
昭
和
六
十
三
年
　
法
華
宗
宗
務
院
）
に
は
、
寺
内
町
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ

な
い
。

０
　
『石
山
本
願
寺
日
記
』
上
巻
　
エハ
四
九
頁
。
　

（昭
和
五
年
　
大
阪
府
立
図
書
館
長
今
井
貫

一
君
　
在
職
二
十
五
年
記
念
会
発
行
）

ω
　
『大
本
山
本
興
寺
　
寺
宝
目
録
』
（平
成
三
年
　
大
本
山
本
興
寺
）
参
照
。
尚
、
本
稿
で
史
料
と
し
て
用
い
て
い
る
本
興
寺
蔵
の
禁

制
に
つ
い
て
は
、
太
田
晴
道
氏

「本
能
寺

。
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
」
翁
興
隆
学
林
紀
要
　
第
二
号
』
昭
和
六
十
三
年
）
に

お
い
て
考
証
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
文
書
の
呼
称
に
つ
い
て
は

『寺
宝
目
録
』
に
従

っ
た
。

０
　
「門
前
町
」
に
つ
い
て
、
「國
史
大
辞
典
』
　

第
十
三
巻

（平
成
四
年
　
吉
川
弘
文
館
）
参
照
。

０
　
『尼
崎
市
史
』
第

一
巻

（昭
和
四
十

一
年
　
尼
崎
市
役
所
）
六
二
〇
頁
以
下
参
照
。

③
　
註
０
引
用
書
　
工全
ハ
九
頁
参
照
。

０
　
『尼
崎
年
寄
衆
連
署
契
状
』
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

尼
崎
惣
中
就
二借
銭
已
下
ヽ

万
迷
惑
之
儀
、
無
心
申
候
処
、
代
物
参
万
疋
、
預
二御
合
力
一候
、
為
二其
返
報
ヽ

貴
布
祢
之
宮
屋
敷



実
正
明
白
也
、
但
社
内
者
、
東
ヨ
リ
西
江
弐
拾
弐
間
二
尺
、
南
ヨ
リ
北

へ
弐
拾

井
中
間
田
畠
等
、
永
代
為
二
御
知
行
一進
置
処
、

間
、
此
分
者
往
古
不
二
相
替
ヽ

永
代
尼
崎
之
物
也
、
四
至
之
事
、
東
者
限
二
土
井
ヽ

限
二南
者
法
光
寺
岸
一宮
之
東
之
道
ヨ
リ
、
東

南
者
限
レ
堀
、
西
北
者
限
二
土
井
一申
候
也
、
”
後
日
状
如
レ
件

番
所
司
　
む不
玖
　
む不
幸
　
助
兵
衛
尉
家
重
　
監
物
丞
長
清
　
新
兵
衛
尉
長
秀

⑩
　
表
作
成
に
際
し
て
、
文
書
で
は
屋
号
や
人
名
を
別
行
に
書
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
筆
者
の
解
釈
で

一
行
に
表
記
し
た
箇
所
が

あ
る
。

同
　
自
己
の
住
居
を
持
た
ず
、
借
家
に
居
住
し
て
い
る
人
々
の
階
層
に
つ
い
て
、
脇
田
修
氏
は
、
「寺
内
町
の
構
造
と
展
開
」
翁
史

林
』
四

一
―

こ

で
、
か
し
や
層
に
属
す
る
人
々
は
、
恐
ら
く
小
作
人

・
賃
稼

・
奉
公
人
と
し
て
生
計
を
た
て
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
さ
れ
、
経
済
的
に
低
い
階
層
と
見
て
い
る
。

０
　
註
０
引
用
書
　
六
五
六
頁
参
照
。

０
　
註
０
引
用
書
　
工全
ハ
○
頁
参
照
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
　
　
本
興
寺
　
門
前
町
　
寺
内
町
　
中
世
の
尼
崎
〉

付
　
記本

稿
は
平
成
十
五
年
度
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た

「宗
門
史
資
料
と
し
て
の
本
興
寺
文
書
の
検
討
」
の

内
容
を
補
足
改
題
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
キ
常
の
オ
内
町
に
つ
い
て
　
―
ん
埼
木
共
寺
寺
内
町
の
■
合
封
―


